
裁判員制度  ～まもなく名簿記載通知を発送します！子育て支援センターだより子育て支援センターだより

■問合せ　南条子育て支援センター　℡ 47－2411　今庄子育て支援センターわかば　☎４5－0788
　　　　　河野子育て支援センター　☎ 48－2321

11月の主な活動

【南条子育て支援センター】
5日（木）	 ほのぼの親子教室
	 時　間　午前10時～午前11時30分
	 場　所　南条保健福祉センター

11日（水）	 移動支援
	 時　間　午前9時30分～午前11時30分
	 場　所　上別所公民館

24日（火）	 子育て教室「親子フィットネス」
	 時　間　午前10時30分～午前11時30分
	 場　所　南条保健福祉センター
	 講　師　子育てマイスター
	 　　　　　　　　真柄　祐美子	氏

27日（金）	 おやつ作り
	 時　間　午前10時～正午
	 場　所　南条保健福祉センター
	 講　師　子育てマイスター　今村　えり	氏

【今庄子育て支援センター　わかば】
5日（木）	 フラワーアレンジメント教室
	 時　間　午前10時～11時30分
	 場　所　今庄子育て支援センター　わかば
	 講　師　子育てマイスター　大野　みわ	氏
	 ※要予約　６組まで　参加費500円

17日（火）	 移動支援
	 時　間　午前10時～午前11時30分
	 場　所　今庄児童館

19日（木）	 子育て教室「マイスターと遊ぼう」
	 時　間　午前10時～午前11時
	 場　所　今庄子育て支援センター　わかば

（ぽかぽかルーム）
12日（木）	 「一緒に遊ぼう」
26日（木）	 「クリスマス飾り作り」
	 時　間　午前9時30分～午前11時30分
	 場　所　湯尾児童館

【河野子育て支援センター】
13日（金）	 子育て教室「保健師さんとのお話会」
	 時　間　午前10時30分～午前11時30分
	 場　所　河野児童館
	 講　師　町保健師　田中　絢子	氏

25日（水）	 子育て座談会
	 （手作りおやつを囲んでおしゃべりタイム）
	 時　間　午前10時30分～正午
	 場　所　河野児童館

11月の保育所開放日
4日（水）	 河野保育園（好きな遊びをしよう）
11日（水）	 今庄なないろこども園（一緒に遊ぼう）
12日（木）	 南条保育所（遊びにおいで）
18日（水）	 湯尾保育所（好きな所で遊ぼう）
19日（木）	 南条第２保育所（遊びにおいで）

絵本とともだち
　『つちどすん』� 作・新井　洋行

　「ざーざー」、「ころころ」、「どっすー
ん」と自分が砂遊びをしている時を思い出して楽
しめそうな擬音語がいっぱい出てきます。
　シンプルな色遣いと、表情豊かな土たちに和む
絵本です。

　12 月 1 日（火）は「世界エイズデー」です。丹南健康福祉センターでは、「世界エイズデー」に合わせて、夜間エイズ相談・
検査を実施しますのでお知らせします。
世界エイズデーにおける夜間エイズ相談・検査

検査・相談日 場所 結果説明日時 問合せ先

12 月 1 日（火）
17：00 ～ 19：00

丹南健康福祉センター
（鯖江市水落町 1 丁目 2-25）

12 月 8 日（火）
17：00 ～ 19：00

℡ 51-0034
丹南健康福祉センター　地域保健課

※当日は通常検査となるため結果説明は 1 週間後となります。予約は不要です。
※費用は無料です。匿名で受けることができますので、お気軽にご利用ください。
※当日は HIV に加え、B 型肝炎・C 型肝炎の検査も実施できます。

なお丹南健康福祉センターでは、上記以外にも毎月定例的に検査を行っています。

センター名 通常検査 夜間検査

丹南健康福祉センター（鯖江） 第 2 火曜日　13：00 ～ 14：00 第 4 月曜日　17：00 ～ 19：00

丹南健康福祉センター（武生） 第 4 火曜日　13：00 ～ 14：00

詳しいことは、下記までお電話ください。

■問合せ　　丹南健康福祉センター（鯖江）℡ 51－0034
　　　　　　丹南健康福祉センター（武生）℡ 22－4135

エイズ相談・検査について

　標準営業約款制度（ｓマーク制度）は、消費者（利用者）擁護に資するための法律で定められた制度で
す。厚生労働大臣が認可した営業約款に従って営業している「理容店」、「美容店」、「クリーニング店」、

「めん類飲食店」、「一般飲食店」が、店頭にＳマークを掲げています。登録店は、安全・清潔・安心を約
束する信頼できるお店です。また、万一の場合、事故賠償基準に基づいた補償も受けられます。

■問合せ　福井県生活衛生営業指導センター　℡ 0776－25－2064

『Ｓマーク』のあるお店を利用しましょう！

厚生労働大臣認可

　裁判員制度は、国民の中から選ばれた裁判員が刑事裁判に参加する制度です。裁判所では毎年 11 月に、裁判員候
補者名簿に名前が登録された方へ「名簿記載通知」をお送りします。これは、翌年裁判員に選ばれる可能性があるこ
とを事前にお伝えするもので、すぐに裁判所へお越しになる必要はありません。通知が届いたら、まずは同封の「調
査票」の内容をご確認いただき、該当する辞退事由などがあれば、必要事項をご記入の上、裁判所へご返送ください。
　 　
   裁判員制度ウェブサイトでは、裁判員制度の実施状況のほか、各地方裁判所の裁判員裁判の情報、裁判員制度に関する Q&A
など、様々な情報をお伝えしていますので、ぜひご利用ください。
　裁判員制度ウェブサイト	 裁判所ウェブサイト
　　http://www.saibanin.courts.go.jp/	 　http://www.courts.go.jp/	

※ 名簿記載通知や調査票、辞退を申し出ることができる
事由などに関する情報はこちらへ

※ 各地の裁判所のウェブサイトへは、
　こちらのウェブサイトよりどうぞ

11月は標準営業約款普及登録促進月間です

■問合せ　南条子育て支援センター　℡ 47－2411
　　　　　今庄子育て支援センターわかば　☎４5－0788
　　　　　河野子育て支援センター　☎ 48－2321

指名手配被疑者の検挙にご協力を！～全国警察が総力を挙げて追跡捜査～
　全国警察から指名手配されている者は約 720
人に上っています。
　左の QR コードをご登録いただき、指名手配被
疑者に良く似た人を見掛けたら、警察に通報して
ください。 

■問合せ　福井県越前警察署　℡ 24 － 0110
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警察庁ホームページ

パソコンでの
検索は
『指名手配』

検 索指名手配

■問合せ　福井地方裁判所事務局総務課　℡ 0776－91－5053


